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也

は
じ
め
に

第
一
節　

サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義

第
二
節　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
観

第
三
節　

社
会
主
義
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー

お
わ
り
に

は
じ
め
に

本
稿
は
、
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ルA

lexis de T
ocqueville

（
一
八
〇
五
│
一
八
五
九
）
に
よ
る
社
会
主
義
評
価
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

論　

説
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八
）

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
生
き
た
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
大
の
政
治
的
・
社
会
的
課
題
は
、
社
会
の
解
体
に
対
応
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

社
会
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
二
つ
の
「
革
命
」
が
存
在
し
て
い
た
。

第
一
の
革
命
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
代
表
さ
れ
る
市
民
革
命
で
あ
る
。
市
民
革
命
は
、
個
人
と
い
う
存
在
を
析
出
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

人
々
の
意
思
に
基
づ
く
政
治
的
共
同
体
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

（
1
）

。
社
会
契
約
説
に
代
表
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
社
会
理
論
は
最
終

的
に
は
社
会
形
成
を
目
標
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
を
個
人
に
求
め
て
い
た
た
め
、
い
わ
ば
個
人
と
い
う
存
在
の
絶
対
性
を
理
論
的
に

主
張
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

第
二
の
革
命
は
産
業
革
命
で
あ
る
。
激
し
い
政
治
変
動
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
と
比
べ
て
約
一
世
紀
の
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の

産
業
化
だ
が
、
七
月
王
政
に
入
る
と
そ
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
か
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
は
急
激
な
経
済
成
長
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
急
速

な
成
長
は
様
々
な
「
社
会
問
題
」（question sociale

）
を
も
た
ら
し
、
と
り
わ
け
貧
困
（paupérism

e

）
の
顕
在
化
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社

会
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
貧
困
と
そ
れ
が
惹
起
す
る
社
会
の
分
断
の
原
因
を
、
産
業
化
と
そ
れ

を
理
論
的
に
支
持
す
る
イ
ギ
リ
ス
流
の
古
典
派
経
済
学
に
求
め
る
考
え
方
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

（
2
）

。

つ
ま
り
、
市
民
革
命
と
産
業
革
命
と
い
う
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
の
前
半
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
に
発
生
し
た
二
つ
の
革
命
に

は
い
ず
れ
も
社
会
の
分
断
と
い
う
副
作
用
が
付
随
し
て
お
り
、
そ
し
て
実
際
に
そ
れ
ら
に
由
来
す
る
負
の
作
用
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
と

い
う
危
機
意
識
が
、
当
時
の
一
定
の
知
識
人
や
指
導
者
た
ち
の
中
に
は
存
在
し
て
い
た

（
3
）

。

本
稿
の
研
究
対
象
で
あ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
、
ま
た
サ
ン
＝
シ
モ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
主
義
者
た
ち
（socialistes

）
も
、
政
治
と
経

済
の
二
つ
の
革
命
に
起
因
す
る
社
会
的
分
断
に
対
し
て
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
点
は
共
通
し
て
い
た
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
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ば
、
そ
の
危
機
的
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
社
会
主
義
者
が
目
指
し
た
も
の
は
社
会
の
「
再
組
織
化
」（réorganisation

）
で
あ
り
、
彼
ら

に
よ
れ
ば
十
八
世
紀
の
哲
学
が
革
命
的
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
十
九
世
紀
の
哲
学
は
「
組
織
化
的
」（organisatrice

）
で
あ
る
必
要

が
あ
っ
た

（
4
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
主
義
者
た
ち
と
同
様
の
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
彼
は
社
会
主
義
に
対
し
て

は
終
始
批
判
的
で
あ
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
組
織
化
ま
た
は
再
組
織
化
と
い
う
社
会
主
義
が
採
用
し
た
手
段
と
は
異
な
る

方
法
で
、
社
会
の
崩
壊
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
と
社
会
主
義
者
の
思
想
と
の
相
違
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
社
会
問
題
や
社
会
政
策
に
対

す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
彼
の
政
治
・
社
会
思
想
の
本
質
に
つ
い
て
解
き
明
か
し
て
い
き
た
い
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
サ
ン
＝
シ
モ
ン
お
よ
び
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
の
思
想
と
活
動
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
者
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
評
価
に
つ
い
て
は
本
論
の
中
で
詳
述
す
る
が
、
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
彼
ら
の
思
想
は
単
な
る
社
会
主
義
理
論
の
ひ
と
つ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
に
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
代
の
社
会
主
義
思
想
を
論
じ
る
上
で
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

は
必
須
で
あ
る
。

続
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
観
に
つ
い
て
、
彼
が
残
し
た
ノ
ー
ト
等
を
材
料
に
論
じ
て
い
く
。

最
後
に
、
社
会
主
義
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
（
重
農
主
義
者
）
の
思
想
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
社
会
主
義
と
フ
ィ

ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
を
関
連
づ
け
る
発
想
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
も
比
較
的
後
期
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
見
解
で
あ
る
が
、
彼
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
評
価
や
社
会
観
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
た
め
、
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
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第
一
節　

サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義

十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
主
義
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
サ
ン
＝
シ
モ
ンH

enri de S
aint-S

im
on

（
一
七
六
〇
│

一
八
二
五
）
の
思
想
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
思
想
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
が
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
そ
の
弟
子
で
あ
る
は
ず
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
と
の
間
に
は
、
思
想
的
な
違
い
が
う
か
が
え
る
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
に
関
す
る
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
歴
史
』H

istoire d
u

 S
ain

t-S
im

on
ism

e, 1825-1864

（
一
九
三
一
年
）
を
著
し
た
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
シ
ャ
ル
レ
テ
ィS

ébastian C
harléty

（
一
八
六
七
│
一
九
四
五
）
は
「
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主

義
者
の
歴
史
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
死
と
と
も
に
始
ま
る

（
5
）

」
と
い
う
文
章
を
そ
こ
に
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
サ
ン
＝
シ

モ
ン
主
義
者
と
の
間
の
思
想
的
相
違
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
自
身
も
そ
の
生
涯
の
中
で
思

想
を
変
化
さ
せ
て
い
る
た
め
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
思
想
的
内
容
と
違
い
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
こ
こ
で
は
細
か
な
点
に
と
ら
わ
れ
ず
、
彼
ら
の
思
想
の
要
点
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
主
張
の
中
核
を
占
め
て
い
る
の
は
、「
産
業
主
義
」（industrialism

e

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
お
い
て
「
産
業
者
」（industriel

）
と
は
、「
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
成
員
た
ち
の
物
質
的
欲
求
や
嗜
好
を
満
た
さ
せ
る
一
つ
な
い

し
い
く
つ
か
の
物
的
手
段
を
生
産
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
彼
ら
の
手
に
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
働
い
て
い
る
人
た
ち

（
6
）

」
の
こ
と
で
あ
り
、「
国

民
の
二
十
五
分
の
二
十
四
以
上
を
な
し
て
い
る

（
7
）

」。
要
す
る
に
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
社
会
構
想
は
、
国
民
の
大
部
分
を
占
め
る
で
あ
ろ
う

一
般
の
民
衆
を
主
体
と
し
た
平
等
社
会
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
、
啓
蒙
主
義
的
な
国
家
論
が
内
在
さ
せ
て
い

る
「
人
間
に
よ
る
人
間
の
支
配
」
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
啓
蒙
主
義
的
な
国
家
観
で
は
、
被
治
者
と
し
て
の
産
業
者

三
一
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が
統
治
者
と
し
て
の
非
産
業
者
に
自
己
の
社
会
権
や
共
同
利
害
の
管
理
・
指
導
を
「
委
ね
」（laisser

）
て
「
託
す
」（charger

）
状
態
、

換
言
す
れ
ば
被
治
者
の
「
政
治
的
疎
外
」
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た

（
8
）

。
よ
っ
て
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
、
自
ら
の
主
張
す
る

「
産
業
体
制
は
完
全
な
平
等
の
原
則
に
立
脚
し
て
い
る

（
9
）

」
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
彼
は
、
産
業
主
義
も
し
く
産
業
体
制
と
い
う
名
の
平

等
社
会
構
想
の
実
現
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
サ
ン
＝
シ
モ
ン
に
は
従
来
の
「
階
級
」
社
会
と
は
異
な
る
、
エ
リ
ー
ト
を
中
心
と
し
た
「
階
層
」
社
会
の
構
想
が

あ
っ
た
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
、「
最
も
有
能
な
人
々
」（hom

m
es les plus capables

）
が
自
分
た
ち
の
「
特
殊
利
益
」（intérêts 

particuliers

）
の
最
大
化
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
案
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
最
も
有
能
な
人
々
の
特

殊
利
益
は
、
一
般
的
利
益
（intérêts géneraux

）
に
最
も
よ
く
役
立
ち
う
る
利
益
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
方
法
は
公
益
に
有
利
な
結
果

を
も
た
ら
す
た
め
の
最
良
の
方
法
だ
と
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
」
た
め
で
あ
る

（
10
）

。
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
（volonté générale

）
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、「
一
般
」（général

）
と
「
特
殊
」
な
い
し
「
個
別
」（particulier

）
と
の
関
係
性
に
関
す
る
議
論
は
、
市
民
や
人
間
と

し
て
の
個
の
自
由
を
最
大
限
尊
重
し
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
の
統
合
や
統
一
を
目
指
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
伝
統
に
お
い
て
須

要
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、「
一
般
」
と
い
う
概
念
が
公
共
性
や
徳
性
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
特
殊
」
や

「
個
別
」
は
私
益
と
結
び
付
け
ら
れ
、
社
会
な
い
し
国
家
に
と
っ
て
の
危
険
や
脅
威
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
ル
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
共
和

主
義
的
思
想
で
は
「
一
般
」
と
「
特
殊
」、
具
体
的
に
は
個
人
の
自
由
と
共
同
体
の
維
持
の
両
立
が
課
題
と
な
っ
た
が
、
彼
の
一
般
意
志

と
い
う
概
念
は
そ
の
よ
う
な
政
治
思
想
的
難
題
を
解
決
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
、
有
能

な
人
物
の
特
殊
意
志
を
そ
の
ま
ま
全
体
を
統す

べ
る
意
志
へ
と
読
み
換
え
る
と
い
う
一
種
の
選
良
思
想
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
を
試
み
た
。
既

述
の
通
り
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
全
社
会
の
大
半
を
占
め
る
産
業
者
と
い
う
名
の
民
衆
と
完
全
な
平
等
原
則
に
基
づ
く
社
会
の
成
立
と
い
う

三
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二
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大
目
標
を
掲
げ
た
他
、
公
教
育
の
充
実
も
訴
え
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
考
え
た
社
会
は
階
層
社
会
と

い
っ
て
も
万
民
に
開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
能
力
の
有
無
と
い
う
優
劣
を
前
提
と
し
た
人
間
像
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
以

上
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
中
に
知
的
選
良
思
想
の
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
に
お
け
る
最
大

の
目
標
は
不
労
階
級
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
を
国
家
や
社
会
の
意
思
決
定
過
程
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
表
裏
を
な

す
形
で
有
能
な
人
物
に
指
導
を
託
す
る
と
い
う
発
想
は
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
11
）

。
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
リ
ン
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
中

に
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
や
従
属
、
権
威
を
特
質
と
す
る
組
織
（organization

）
の
論
理
と
、
十
八
世
紀
の
革
命
理
論
が
普
及
さ
せ
た
平
等

の
要
求
は
両
立
可
能
か
つ
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る

（
12
）

。
そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
ま
た
、
サ
ン
＝
シ
モ

ン
主
義
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
志
向
を
挙
げ
て
い
る

（
13
）

。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
秩
序
も
大
衆
的
な
基
盤
が

な
け
れ
ば
維
持
で
き
な
い
た
め
、
組
織
の
原
理
も
平
等
原
理
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
の
は
人
々
の
物
質
的
欲
求
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
が
欲
し
て
い
る
の
は
物
質
的
欲
求
の
充
足
と
物
質
的
境
遇
の
安
楽
化
で

あ
り
、
組
織
的
か
つ
科
学
的
な
生
産
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
叶
う
な
ら
、
組
織
の
原
理
と
平
等
原
理
は
い
ず
れ
も
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
が
企
図
し
て
い
る
の
は
、
科
学
の
名
に
基
づ
い
た
、
経
済
に
よ
る
政
治
領
域
の
支
配
で
あ
る
。

彼
自
身
に
そ
の
よ
う
な
意
図
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
物
質
的
充
足
が
統
治
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
考
え
は
政
治
に
対

す
る
経
済
の
優
位
性
の
主
張
に
帰
着
す
る
他
な
い
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
自
身
の
意
向
と
は
無
関
係
に
、
結
果
と
し
て
そ

の
理
論
は
、
彼
自
ら
が
危
惧
し
て
い
た
政
治
的
疎
外
を
ひ
き
起
こ
す
危
険
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

（
14
）

。

だ
が
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
思
想
は
、
組
織
化
の
追
求
か
ら
精
神
性
の
追
求
へ
と
次
第
に
変
化
を
見
せ
始
め
る
。
彼
は
、
来
た
る
べ
き
産

業
社
会
の
目
標
は
生
産
効
率
の
向
上
と
社
会
全
体
で
の
分
配
の
増
大
に
あ
る
と
当
初
考
え
て
い
た
が
、
価
値
の
生
産
の
み
に
邁
進
す
る
そ

三
二
〇
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）

（
四
〇
三
）

の
よ
う
な
産
業
社
会
で
は
そ
れ
を
健
全
に
維
持
す
る
基
本
理
念
が
欠
落
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た

（
15
）

。

そ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』N

ou
veau

 C
h

ristian
ism

e

（
一
八
二
五
年
）

に
結
実
す
る
。
彼
は
従
来
の
組
織
化
の
理
論
の
不
備
を
、
そ
こ
に
道
徳
的
・
宗
教
的
性
格
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
試

み
た
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
産
業
社
会
の
規
範
的
根
本
理
念
と
し
て
「
人
間
は
互
い
に
兄
弟
と
し
て
振
舞
う
べ
し

（
16
）

」
を
挙
げ
、
そ
れ
を
こ
の

著
作
の
中
で
再
三
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
て
い
る
。
新
キ
リ
ス
ト
教
は
、
宗
教
改
革
等
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
み

な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
こ
の
原
理
に
帰
一
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
そ
の
最
大
の
目
的
は
「
最
も
貧
し
い
階
級
の

境
遇
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
改
善
す
る

（
17
）

」
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ま
で
物
質
的
利
益
の
実
現
と
組
織
化
に
向
け
ら
れ
て
い
た
彼
の
視
点

は
、
精
神
性
の
追
求
と
貧
困
の
解
決
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
一
八
二
五
年
に
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
を
絶
筆
と

し
た
ま
ま
死
去
す
る
が
、
彼
の
死
後
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
は
組
織
化
の
理
論
以
上
に
、
師
の
思
想
の
道
徳

的
・
宗
教
的
要
素
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

サ
ン
＝
シ
モ
ン
が
死
ん
だ
頃
、
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
「
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
」（S

aint-S
im

onism
e

）
の
草
創
期
に
お
い
て
、
派
の
雑

誌
『
生
産
者
』（L

e P
rod

u
cteu

r

）
の
当
初
の
中
核
メ
ン
バ
ー
は
数
学
教
師
で
あ
り
、
銀
行
経
営
に
も
携
わ
っ
て
い
た
オ
ラ
ン
ド
・
ロ
ド

リ
ー
グO

linde R
odrigues

（
一
七
九
四
│
一
八
五
一
）
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
グ
ル
ー
プ
の
主
導
権
は
次
第
に
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
か
ら
直
接

に
指
導
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
＝
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ンB

arthélem
y-P

rosper E
nfantin

（
一
七
九
六
│

一
八
六
四
）
と
サ
ン
＝
ア
マ
ン
・
バ
ザ
ー
ルS

aint-A
m
and B

azard
（
一
七
九
一
│
一
八
三
二
）
に
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
次
世
代
の

指
導
者
に
よ
っ
て
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
は
、『
生
産
者
』
誌
の
普
及
と
パ
リ
の
「
サ
ン
＝
シ
モ
ン
教
会
」
で
の
説
教
を
通
し
て
、
経

済
学
説
や
社
会
理
論
以
上
に
宗
教
的
な
道
徳
思
想
と
し
て
人
々
の
間
に
浸
透
し
て
い
く
。
組
織
化
理
論
と
し
て
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
は
、

三
二
一
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『
生
産
者
』
誌
等
を
通
し
て
、
国
立
理
工
科
学
校
（É

cole polytechnique

）
の
学
生
の
間
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
現
代
に
も
続
く

フ
ラ
ン
ス
の
エ
リ
ー
ト
教
育
機
関
と
し
て
知
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
」（grandes écoles

）
の
中
で
も
、
一
七
九
四
年
に

創
設
さ
れ
た
国
立
理
工
科
学
校
は
高
級
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
養
成
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
学
生
た
ち
が
合
理
主
義
的
で
工
学
的

な
エ
リ
ー
ト
主
義
の
国
家
指
導
原
理
を
提
唱
し
た
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
産
業
主
義
に
共
鳴
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
社
会

一
般
に
対
す
る
影
響
や
印
象
と
い
う
点
で
は
、
組
織
化
理
論
と
い
う
よ
り
も
、
道
徳
・
宗
教
思
想
と
し
て
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
方
が

強
い
波
及
力
を
備
え
て
い
た
。
一
八
二
九
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
教
会
に
お
い
て
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
と
バ
ザ
ー
ル
は
最
高

指
導
者
で
あ
る
「
父
」（P

ère
）
に
選
出
さ
れ
た

（
18
）

。
シ
ャ
ル
レ
テ
ィ
は
こ
の
二
人
に
つ
い
て
、
バ
ザ
ー
ル
は
教
理
に
お
け
る
理
性
面
を
、

ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
感
情
面
を
担
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
違
い
が
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
分
裂
を
招
く
こ
と
に
な
る

（
19
）

。

ロ
ー
レ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
バ
ザ
ー
ル
を
「
真
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
」
と
評
価
し
、
世
間
が
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
と
見
な
し
た

も
の
の
大
半
は
バ
ザ
ー
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る

（
20
）

。
一
方
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
、
元
々
は
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
の
よ
う

な
宗
教
的
思
想
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
が
、
次
第
に
自
身
が
宗
教
的
に
傾
斜
し
て
い
く

（
21
）

。
こ
の
二
人
が
決
定
的
に
対
立
し
た
の
は
女
性

論
に
関
す
る
議
論
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
女
性
の
役
割
に
関
し
て
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

総
合
的
な
社
会
理
論
の
構
築
を
目
指
し
た
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
理
論
の
中
に
女
性
を
位
置
づ
け
る
た
め
、
男
女
一
対

の
組
を
社
会
の
基
礎
単
位
と
す
る
愛
の
理
論
を
主
張
し
た
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エF

rançois M
arie C

harles F
ourier

（
一
七
七
二
│

一
八
三
七
）
の
思
想
を
摂
取
す
る
こ
と
を
考
え
た

（
22
）

。
だ
が
、
当
時
す
で
に
常
軌
を
逸
し
た
も
の
と
し
て
白
眼
視
さ
れ
て
い
た
フ
ー
リ
エ
の

思
想
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
も
批
判
を
受
け
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
て
、
一
八
三
一
年
に

は
バ
ザ
ー
ル
ら
が
グ
ル
ー
プ
か
ら
離
脱
し
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ
は
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
派
の
み
が
残
留
す
る
よ
う
に
な
る
。

三
二
二
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こ
の
後
、
彼
ら
は
エ
ジ
プ
ト
遠
征
を
行
っ
た
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
移
住
計
画
や
ス
エ
ズ
運
河
工
事
計
画
等
を
企
画
す
る
な
ど
し
て
い
る
が
、

広
い
支
持
を
集
め
る
こ
と
な
く
、
奇
矯
な
集
団
と
し
て
の
印
象
を
世
間
に
残
し
た
ま
ま
、
一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
を
迎
え
る
こ
と
に

な
る

（
23
）

。
社
会
学
の
祖
と
さ
れ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
トA

uguste C
om

te

（
一
七
九
八
│
一
八
五
七
）
は
、
多
く
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
支
持
者
が

存
在
し
た
国
立
理
工
科
学
校
で
学
ん
だ
経
験
が
あ
り
、
一
八
一
七
年
か
ら
七
年
間
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
秘
書
を
務
め
て
い
た
。
サ
ン
＝
シ

モ
ン
と
コ
ン
ト
は
後
に
決
裂
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
蜜
月
時
代
の
彼
ら
は
共
同
で
執
筆
活
動
も
行
っ
て
い
た

（
24
）

。
彼
ら
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以

降
、
混
乱
が
続
い
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
再
組
織
化
を
目
標
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
迷
信
で
は
な
く
、
社
会
秩

序
が
依
拠
す
べ
き
根
本
原
理
と
し
て
宗
教
な
い
し
宗
教
的
思
想
を
理
解
し
て
い
た

（
25
）

。
啓
蒙
思
想
の
時
代
に
育
っ
た
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
サ
ン

＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
は
、
合
理
主
義
や
可
塑
的
社
会
観
に
基
づ
く
設
計
可
能
性
に
疑
い
を
挟
ま
な
か
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
の
宗
教
的
思

想
も
本
来
は
社
会
の
根
本
原
理
を
追
究
し
た
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
彼
ら
の
理
論
に
お
け
る
社
会
現

象
と
宗
教
の
関
係
は
自
然
現
象
と
科
学
法
則
の
関
係
に
類
似
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
思
想
は
、
一
貫
し
て
「
科
学
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
や
道
徳
と
い
っ
た
も
の
は
必
ず
何
ら
か
の
主
観
的
要
素
を
内
在
さ
せ
て
い
る

た
め
、
科
学
と
し
て
の
一
貫
性
を
完
全
に
徹
底
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
に
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
思
想
お
よ
び
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
思

想
的
変
化
の
原
因
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

（
26
）

。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
思
想
に
と
っ
て
の
不
幸
は
、
そ
の
本
来
の
意
図
か
ら
離
れ
、
当
時
の

人
々
か
ら
奇
妙
な
思
想
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
組
織
化
の
理
論
と
し
て
の
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
思
想
は
テ
ク
ノ
ク

ラ
ー
ト
の
中
で
浸
透
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
大
衆
化
の
時
代
に
お
い
て
世
評
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
場
合
、

一
時
は
一
定
の
支
持
を
受
け
て
い
た
分
、
負
の
評
価
も
拡
大
し
や
す
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
た
ち
の
思
想
は
、
自
ら
の

三
二
三
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活
動
が
原
因
の
一
部
で
あ
る
と
は
い
え
、
不
当
に
低
く
、
歪
曲
さ
れ
た
印
象
を
持
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
見
解
や
評
価
に
関
し
て
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
フ
ー
リ
エ
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ンR
obert O

w
en

（
一
七
七
一
│
一
八
五
八
）
の
著
作
は
読
ん
で
い
た
が
、

そ
れ
ら
に
関
す
る
ノ
ー
ト
類
は
残
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る

（
27
）

。
他
方
、
ヒ
ュ
ー
・
ブ
ロ
ー
ガ
ン
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
サ

ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
の
考
え
を
認
識
し
、
一
定
の
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
』（
第
二
巻
）
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
た
だ
男
女
平
等
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
男
女
は
完
全
に
同
じ
存
在
だ
と
主
張
す
る
人
々

が
存
在
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
両
性
を
共
に
貶
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
批
判
し
て
い
る

（
28
）

。
ブ
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い

わ
れ
て
い
る
男
女
の
同
一
を
主
張
し
て
い
る
人
々
と
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
で
あ
る

（
29
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
青
年
期
か
ら
壮
年
期
に
該
当
す

る
一
八
三
〇
年
代
か
ら
一
八
四
〇
年
代
に
か
け
て
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
グ
ル
ー
プ
が
奇
異
の
目
で
見
ら
れ
て
い
た
主
た
る
理
由
は
、

既
述
の
通
り
、
彼
ら
の
女
性
観
に
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
見
解
は
自
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
世
評

の
影
響
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
言
い
切
る
こ
と
は
難
し
い
。

少
な
く
と
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
行
動
や
言
動
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー

ガ
ン
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
宛
の
私
信
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
30
）

。
そ
れ
は
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
か
ら
送

ら
れ
た
著
作
の
写
し
に
対
す
る
返
信
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
著
作
の
中
に
貧
困
者
に
対
す
る

配
慮
が
満
ち
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
歴
史
は
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
を
共
有
す
る
平
等
化
に
向
か
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
思
想
を
詳
細
に
分
析
し
た
明
確
な
証
拠
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い

三
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し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
関
す
る
著
作
も
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
が
こ
れ
ら
の
思
想
に
対
し
て
い
か
な
る
評
価
を
下
し
て
い
た

の
か
を
明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
ほ
ぼ
確
実
に
い
え
る
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た

ち
の
著
作
を
読
み
、
文
字
に
起
こ
さ
な
い
ま
で
も
一
定
の
考
察
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
多
少
は
世
間
の
評
判
に
影
響
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
ま
で
も
、
こ
れ
ら
の
思
想
を
冷
静
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
主
義
に
対
し
て
、
批
判
的
な
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
た
ち
の
考
え
方
に
限
ら
ず
、
広
く
社
会
主
義
と
い
う
範
疇
に
含
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
共
通

し
て
抱
え
て
い
る
問
題
、
い
う
な
れ
ば
社
会
主
義
の
本
質
的
危
険
性
に
あ
っ
た
。

第
二
節　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
観

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
社
会
主
義
に
関
す
る
ノ
ー
ト
を
残
し
て
い
る

（
31
）

。
そ
れ
が
書
か
れ
た
正
確
な
時
期
は
不
明
だ
が
、
二
月
革
命
後
に
書
か

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
彼
の
社
会
主
義
観
を
理
解
す
る
大
き
な
助
け
に
な
る
。
よ
っ
て
、
本
節
で
は
こ
の
ノ
ー
ト
等
を
材
料
と
し
て
、

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
観
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

こ
の
ノ
ー
ト
の
冒
頭
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
主
義
を
「
一
種
の
奴
隷
制
（esclavage

）」
だ
と
定
義
す
る
。
社
会
主
義
は
人
々
の
境

遇
の
改
善
と
い
う
意
図
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
制
御
し
よ
う
と
い
う
意
思
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
社
会
主
義
は
人
間
の

個
性
や
自
立
性
を
否
定
し
、
権
力
の
重
要
性
を
強
調
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
絶
対
王
政
や
教
権
主
義
の
政
治
理
論
を
彷
彿
と

さ
せ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
見
る
と
こ
ろ
、
社
会
主
義
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
第
一
の
社
会
主
義
は
、
財
産
や
そ
の
境
遇
に
お
い
て
平
等
な
社

三
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会
を
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
社
会
主
義
は
、
国
家
が
各
人
の
能
力
に
応
じ
て
形
成
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
社
会
を
目
指
す
も
の

で
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
代
表
と
し
て
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
社
会
主
義
理
論
と
い
う
も
の
が
、
労
を
厭
い
、
安
易
に
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
望
む
人
々
の
た
め
の
手
段

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
も
指
摘
し
て
い
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
よ
う
に
社
会
主
義
全
体
を
評
価
し
た
上
で
、
個
々
の
社
会
主
義
思
想
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

無
政
府
主
義
者
の
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ョ
セ
フ
・
プ
ル
ー
ド
ンP

ierre Joseph P
roudhon

（
一
八
〇
九
│
一
八
六
五
）
は
、
物
質
的
充
足

（bien-être

）
を
求
め
る
熱
烈
な
思
い
や
際
限
な
い
消
費
欲
が
社
会
的
な
課
題
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
た
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
の
グ

ル
ー
プ
に
属
し
た
経
験
の
あ
る
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ーP

ierre L
eroux

（
一
七
九
七
│
一
八
七
一
）
は
、
国
家
は
知
的
な
守
護
者
・
番
人
の

役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
し
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
古
い
時
代
の
社
会
主
義
者
と
し
て
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
プ
ラ
ト
ン
を
挙
げ
て
い
る
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
汎
神
論
を
支

持
し
、
相
続
制
度
を
廃
止
し
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
い
う
形
で
の
秩
序
形
成
を
主
張
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
私
有
財
産
制
と
貧
困
の
根
絶
を
共

に
説
き
、
共
同
生
活
の
有
効
性
を
示
し
て
、
特
権
階
級
と
奴
隷
階
級
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
階
級
制
度
を
構
想
し
た
。

そ
れ
以
外
に
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
を
、
中
央
権
力
が
各
人
の
能
力
に
従
っ
て
人
々
を
格
付
け
し
、
財
産
の
分
配

を
行
う
こ
と
を
望
む
人
々
だ
と
定
義
し
て
い
る
他
、
共
産
主
義
者
（com

m
unistes

）
に
つ
い
て
は
人
工
的
で
政
治
的
な
手
法
を
用
い
て
相

続
財
産
の
平
等
化
を
目
指
し
て
い
る
人
々
だ
と
記
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
同
時
代
人
で
あ
り
、
二
月
革
命
後
の
臨
時
政
府
の
メ
ン

バ
ー
に
も
な
っ
た
詩
人
ル
イ
・
ブ
ラ
ンL

ouis B
lanc

（
一
八
一
一
│
一
八
八
二
）
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
権
力
（pouvoir social

）
に
よ
っ

て
生
産
が
統
制
さ
れ
、
国
家
を
巨
大
な
企
業
家
に
す
る
こ
と
を
望
む
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
。「
フ
ァ
ラ
ン
ス
テ
ー
ル
主
義
者
」

三
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（P
halanstériens

）
す
な
わ
ち
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エC

harles F
ourier

（
一
七
七
二
│
一
八
三
七
）
の
思
想
の
信
奉
者
に
関
し
て
は
、
す

べ
て
の
人
々
に
共
同
生
活
を
強
い
て
、
不
動
産
を
産
業
用
財
産
へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
求
め
る
人
々
だ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
様
々
な
社
会
主
義
者
に
関
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
あ
る
者
は
私
有
財
産
の
破
壊
を
、
あ
る
者
は
そ
の
変
質
を
、
ま
た
あ
る

者
は
そ
れ
を
制
限
し
、
そ
し
て
別
の
あ
る
者
は
そ
れ
を
管
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
社
会
主
義
者
や
社
会
主
義
思
想
は

い
ず
れ
も
家
族
制
度
を
攻
撃
対
象
と
し
て
お
り
、
個
人
と
い
う
存
在
を
抑
圧
・
統
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
能
力
や
権
利
に
制
限
を

課
す
も
の
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
社
会
主
義
を
奴
隷
制
の
理
論
と
批
判
し
た
理
由
は
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
ノ
ー
ト
と
は
別
に
、
二
月
革
命
の
『
回
想
録
』S

ou
ven

irs

（
一
八
九
三
年
）
に
お
い
て
も
、
社
会
主
義
は
主
要
な
テ
ー
マ

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
理
論
〔
社
会
主
義
理
論
〕
は
相
互
に
著
し
く
異
な
っ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
反
対
の
意
味
を
示
し
、
ま
た
時
に
敵
対
も
し
て

い
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
政
府
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
を
狙
い
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
社
会
自
体
を
手
に
入
れ
よ
う
と

努
め
て
お
り
、
そ
し
て
社
会
主
義
と
い
う
共
通
の
名
前
を
名
乗
っ
て
い
た

（
32
）

。

こ
の
個
所
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
特
定
の
社
会
主
義
思
想
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
主
義
と
称
し
て
い
る
、
も
し
く
は
社
会

主
義
に
類
す
る
と
考
え
ら
れ
る
思
想
を
一
括
し
て
分
類
し
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
「
社
会
」（société

）
全
体
の
直
接
的
・
構
造
的
改
変

を
試
み
る
思
想
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
市
民
革
命
前
の
思
想
に
重
要
な
こ
と
は
、
政
治
制
度
・
政
治
機
構
上
の
個
人
の
自
由
と

権
利
を
擁
護
し
、
特
に
市
民
階
級
の
政
治
参
加
を
可
能
に
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
民
革
命
に
よ
っ
て
名
目
上
は
政
治
的
自
由
が

三
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実
現
さ
れ
る
と
、
産
業
化
・
市
場
経
済
化
の
進
展
に
よ
る
貧
困
や
格
差
の
顕
在
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
社
会
問
題
の
解
決
こ
そ
が
最
大

の
課
題
と
し
て
浮
上
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
解
決
も
社
会
的
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル

が
、
二
月
革
命
前
に
行
っ
た
議
会
演
説
に
お
い
て
、
人
々
の
関
心
が
彼
ら
の
情
熱
が
「
政
治
的
」（politiques

）
な
も
の
か
ら
「
社
会
的
」

（sociales

）
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
拡
大
を
認
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た

（
33
）

。
社
会
主
義

は
そ
の
よ
う
な
時
代
的
要
請
に
応
え
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
よ
う
な
社
会
主
義
の
性
格
を
看
破
し
て

い
た
。
彼
は
、「
社
会
主
義
の
理
論
」（théories socialistes

）
が
民
衆
の
「
嫉
妬
」（jalousies

）
を
か
き
立
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し

た
階
級
闘
争
革
命
だ
と
し
て
二
月
革
命
を
定
義
し
た

（
34
）

。
中
で
も
、
国
立
作
業
場
廃
止
を
巡
っ
て
発
生
し
た
労
働
者
の
暴
動
で
あ
る
六
月
暴

動
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
政
府
の
形
態
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
の
秩
序
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
い
る

点
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
の
六
十
年
間
に
起
き
た
様
々
な
出
来
事
の
中
で
も
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
「
政
治
闘
争
」（lutte 

politique

）
で
は
な
く
、「
階
級
の
戦
い
」（com

bat de classe

）
で
あ
り
、「
一
種
の
奴
隷
戦
争
」（une sorte de guerre servile

）
で
あ
っ

た
こ
と
を
記
し
て
い
る

（
35
）

。
社
会
主
義
は
文
字
通
り
、
社
会
に
注
目
し
、
現
状
の
問
題
解
決
を
社
会
の
改
造
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る

思
想
で
あ
っ
た
。
社
会
主
義
は
、
政
治
か
ら
社
会
へ
と
意
識
の
対
象
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
感
情
や
行
動

を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
と
な
っ
た
。

社
会
主
義
に
関
す
る
ノ
ー
ト
と
『
回
想
録
』
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
社
会
主
義
に
は
、
財
産
と
境
遇
に
お
い
て
平
等
を
志
向
す
る
考
え
方
と
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
基
づ
く
社
会
の
形
成
を
志
向
す
る

考
え
方
の
二
種
類
が
存
在
す
る
。
社
会
主
義
は
、
人
々
が
安
易
に
物
質
的
欲
求
を
満
た
し
、
自
身
の
境
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
の
手
段
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
人
間
の
個
性
を
否
定
す
る
危
険
を
内
包
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
社
会
主
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義
を
「
奴
隷
制
」
の
た
め
の
理
論
と
呼
ん
だ
。
加
え
て
、
社
会
主
義
は
、「
社
会
」
の
根
本
的
変
革
を
求
め
る
思
想
で
も
あ
る
。
そ
し
て

そ
こ
に
は
人
々
の
嫉
妬
が
作
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
彼
ら
の
物
質
的
欲
求
に
由
来
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
の

人
々
の
性
格
的
特
徴
と
し
て
、「
物
質
的
安
寧
の
追
求
」（goût du bien-être

）
や
「
物
質
的
安
寧
へ
の
情
熱
」（passion du bien-être

）
を

挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
で
社
会
主
義
と
い
う
思
想
は
き
わ
め
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

（
36
）

。
つ
ま
り
、
社

会
主
義
と
は
、
究
極
的
に
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
生
き
る
人
々
の
物
質
的
利
益
へ
の
執
着
心
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
一
八
四
八
年
九
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
憲
法
制
定
議
会
（A

ssem
blée constituante

）
の
憲
法
起
草
委
員
会
に
お
け
る
労
働

権
（droit au travail

）
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
社
会
主
義
が
「
人
々
の
物
質
主
義
的
な
情
熱
」（passions m

atérielles 

de l ’hom
m
e

）
を
刺
激
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
私
的
所
有
の
原
則
を
攻
撃
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
の
理
性
と
自
由
に
対

す
る
不
信
感
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
社
会
主
義
に
結
び
付
く
と
思
わ
れ
て
い
た
労
働
権
の
導
入
に
反
対
し
て
い
る

（
37
）

。

こ
れ
な
ど
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
物
質
的
安
寧
に
対
す
る
人
々
の
情
熱
と
社
会
主
義
を
関
連
づ
け
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
事
態
に
対
す
る
彼
の
懸
念
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

第
三
節　

社
会
主
義
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
社
会
主
義
と
い
う
思
想
と
運
動
を
具
体
的
に
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
四
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
二
月
革
命
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
こ
れ
以
降
彼
に
と
っ
て
社
会
主
義
は
単
な
る
理
論
で
は

な
く
、
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
月
革
命
後
、
臨
時
政
府
は
国
立
作
業
場
の
設
置
を
決
定
し
、

憲
法
制
定
議
会
で
は
労
働
権
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
き
の
中
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
主
義
に
対
し
て
も
、

三
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
一
二
）

労
働
権
に
対
し
て
も
否
定
的
な
立
場
を
取
る
。
こ
れ
ま
で
思
索
上
の
も
の
で
あ
っ
た
新
種
の
専
制
が
社
会
主
義
と
い
う
形
で
現
実
化
し
始

め
た
こ
と
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
観
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
最
大
の
契
機
と
な
っ
た
。
彼
の
社
会
主
義
論
の
原
型
は
早
期
の
著
作

の
中
に
も
う
か
が
え
る
が
、
本
格
的
な
思
索
は
一
八
五
六
年
の
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』L’ A

n
cien

 R
égim

e et la 

R
évolu

tion
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
中
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
主
義
と
重
農
主
義
す
な
わ
ち
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
（physiocratie

）

と
の
思
想
的
な
関
係
性
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

今
日
、「
社
会
主
義
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
破
壊
的
な
理
論
は
最
近
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
初
期
の
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
（économ

istes

）
と
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト

た
ち
は
社
会
の
形
態
を
変
え
る
た
め
に
自
分
た
ち
が
夢
想
し
た
全
能
の
政
府
を
用
い
た
が
、
社
会
主
義
者
た
ち
は
社
会
の
基
礎
を
破
壊

す
る
た
め
に
想
像
の
中
で
同
じ
力
を
奪
取
し
た
。

モ
レ
リ
ー
の
『
自
然
の
法
典
』
を
読
ん
で
み
る
と
い
い
。
国
家
の
全
能
性
や
無
制
限
の
権
利
に
関
す
る
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
学
説

と
共
に
、
こ
の
と
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
を
最
も
恐
れ
さ
せ
て
い
る
政
治
理
論
の
い
く
つ
か
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と

え
ば
、
財
産
の
共
有
や
労
働
の
権
利
、
絶
対
的
な
平
等
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
け
る
画
一
性
、
個
人
の
活
動
に
お
け
る
機
械
的
な
規
則

性
、
規
則
を
強
制
す
る
専
制
、
そ
し
て
市
民
の
個
性
を
社
会
の
中
に
完
全
に
埋
没
さ
せ
る
こ
と
等
で
あ
る

（
38
）

。

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
モ
レ
リ
ーÉ

tienne M
orelly

（
一
七
一
七
│
一
七
七
八
）
は
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
家
で
あ
り
、

私
有
財
産
制
の
な
い
平
等
社
会
を
提
唱
し
た
。
モ
レ
リ
ー
自
身
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
彼
の
著
作
の

三
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ク
ヴ
ィ
ル
と
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主
義
（
杉
本
）

（
四
一
三
）

中
に
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
思
想
と
同
様
に
社
会
主
義
に
通
じ
る
特
徴
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
フ
ィ
ジ
オ

ク
ラ
シ
ー
か
ら
社
会
主
義
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
が
共
通
の
思
想
的
背
景
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
モ
レ
リ
ー

を
引
い
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
観
を
理
解
す
る

上
で
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ケ
ネ
ーF

rançois Q
uesnay

（
一
六
九
四
│
一
七
七
四
）
が
提
唱
し
た
経

済
政
策
の
眼
目
は
、
ル
イ
十
四
世
治
下
の
財
務
総
監
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
コ
ル
ベ
ー
ルJean-B

aptiste C
olbert

（
一
六
一
九
│

一
六
八
三
）
の
重
商
主
義
政
策
の
是
正
に
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
と
比
べ
て
経
済
的
に
劣
位
に
あ
っ
た
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス

は
、
貿
易
収
支
の
黒
字
化
の
た
め
に
高
級
織
物
や
ガ
ラ
ス
、
陶
器
等
の
奢
侈
品
生
産
を
偏
重
し
、
国
民
生
活
に
直
接
的
に
影
響
す
る
農
業

を
軽
視
し
た
。
ま
た
、
製
造
品
の
輸
出
を
拡
大
す
る
た
め
に
低
賃
金
政
策
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
穀
物
低
価
格
政
策
が
採
用
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
農
業
は
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
て
い
た

（
39
）

。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
打
開
す
る
た
め
に
ケ
ネ
ー
が
主
張
し
た
の
が
、「
良

価
」（bon prix

）
の
保
証
と
「
純
生
産
物
」（produit net

）
の
確
保
で
あ
っ
た

（
40
）

。
良
価
と
は
生
産
費
に
一
定
の
利
潤
を
加
え
た
価
格
の
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
は
重
商
主
義
に
よ
る
人
為
的
な
穀
物
低
価
格
政
策
を
破
棄
し
、
穀
物
の
流
通
を
海
外
も
含
め
て
自
由
化
し
た
時
に
の
み

実
現
さ
れ
る
。
ま
た
、
純
生
産
物
と
は
生
産
物
の
売
上
価
値
か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
た
余
剰
部
分
の
こ
と
だ
が
、
ケ
ネ
ー
は
あ
ら
ゆ
る

産
業
の
中
で
純
生
産
物
を
生
み
出
し
得
る
の
は
農
業
だ
け
だ
と
考
え
た
。
ケ
ネ
ー
は
こ
の
経
済
関
係
を
「
経
済
表
」（tableau 

économ
ique

）
と
し
て
図
式
化
す
る
。
そ
し
て
経
済
表
に
基
づ
く
秩
序
を
「
自
然
法
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
為
政
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

こ
の
自
然
法
が
適
切
に
機
能
す
る
環
境
、
い
わ
ば
自
由
主
義
的
経
済
体
制
を
維
持
整
備
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ケ
ネ
ー
は
、
自
身
の
政
治
・
経
済
構
想
に
関
し
て
、「
農
業
王
国
の
経
済
統
治
の
一
般
準
則
」（M

axim
es générals du gouvernem

ent 

三
三
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économ
ique d ’un royaum

e agricole

）
を
示
し
て
い
る

（
41
）

。
三
十
項
目
あ
る
準
則
の
中
で
、
ケ
ネ
ー
は
土
地
が
富
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
富

を
殖
や
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
農
業
だ
け
で
あ
る
こ
と
（
第
三
準
則
）、
経
済
秩
序
の
根
本
は
不
動
産
と
動
産
の
所
有
権
（propriété

）
の

安
全
に
あ
る
こ
と
（
第
四
準
則
）
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
農
業
生
産
が
富
の
増
大
に
有
効
で
あ
る
理
由
や
適
正
な
価
格
の
維
持
、

道
路
や
航
路
の
整
備
の
必
要
性
や
自
由
交
易
の
重
要
性
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
ケ
ネ
ー
の
権
力
像
を
理
解
す
る
上
で
注
目
す
る
の
は

第
一
準
則
と
第
二
十
七
準
則
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
準
則
に
お
い
て
、
彼
は
主
権
（autorité souveraine

）
が
唯
一
（unique

）
の
も
の
で
あ

り
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
優
越
し
て
い
る
（supérieure

）
こ
と
を
求
め
る
。
そ
し
て
第
二
十
七
準
則
で
は
、
多
大
な
支
出
も

富
の
増
加
の
た
め
で
あ
れ
ば
適
正
な
も
の
と
さ
れ
る
た
め
、
政
府
は
節
約
に
専
念
す
る
よ
り
も
、
王
国
の
繁
栄
に
必
要
な
事
業
に
専
念
す

べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
絶
対
的
か
つ
唯
一
的
な
主
権
が
個
別
的
利
害
を
調
整
し
て
、
自
ら
が
あ
た
か
も
事
業
者
の
よ
う
に
経
済
を
牽
引

し
て
い
く
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
の
姿
を
、「
工
業
製
品
の
最
大
の
消
費
者
（consom

m
ateur

）」「
こ
の
国
に
お

け
る
最
大
の
事
業
者
（entrepreneur

）」
と
表
現
し
て
い
る

（
42
）

。
ケ
ネ
ー
の
準
則
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
な
国
家
の
姿
は
す
で
に
フ
ィ
ジ
オ

ク
ラ
ッ
ト
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
は
、
本
来
政
治
的
主
体
で
あ
っ
た
国
家
と
い
う

存
在
を
経
済
的
主
体
と
し
て
再
定
義
す
る
思
想
の
大
枠
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
考
え
方
は
経
済
的
に
は
有
効
だ
と
し
て
も
、
政
治
思
想
的
に
考
え
た
場
合
、
深
刻
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
貴
族
も
同
業
組
合

も
顕
在
で
あ
っ
た
当
時
、
上
記
の
よ
う
な
経
済
表
に
則
っ
た
体
制
を
実
現
す
る
に
は
、
第
一
準
則
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
強
力
な
権
力
が
具

体
的
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ケ
ネ
ー
は
、
か
つ
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ーC

harles L
ouis de M

ontesquieu

（
一
六
八
九
│
一
七
五
五
）
が
批
判
し
た
中
国
の
専
制
（despotism

e

）
を
理
想
と
し
て
、
こ
れ
を
評
価
す
る
に
至
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は

「
不
協
和
の
調
和
」（harm

onie de dissonance

）
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
そ
れ
を
政
治
的
自
由
の
条
件
と
考
え
た

（
43
）

。
彼
は
複
数
の
権
力
主

三
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）

体
の
対
立
を
内
包
し
な
が
ら
も
全
体
と
し
て
は
調
和
が
実
現
さ
れ
て
い
る
政
治
秩
序
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
専
制
と
は
互
い
に
相

容
れ
な
い
政
治
体
制
で
あ
る
。
ま
た
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
そ
の
多
元
的
な
政
治
社
会
の
構
成
要
素
と
考
え
た
の
は
貴
族
を
筆
頭
と
す
る

封
建
的
諸
勢
力
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
の
議
論
は
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
政
治
理
論
の
嚆
矢
で
あ
る
と
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
守
思
想

の
源
流
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
既
存
の
勢
力
の
存
在
意
義
を
肯
定
的
に
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
を
新
た
な
政
治
的
自
由
の
た
め
の
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
こ
れ
ら
の
存
在
は
農
民
た
ち
に
対
し
て
貢
租

等
の
封
建
的
拘
束
を
様
々
な
形
で
課
し
て
お
り
、
農
産
品
の
自
由
な
生
産
と
そ
の
流
通
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
自
由
な
農
産
品
流
通
に

よ
っ
て
国
富
の
増
大
を
目
論
む
ケ
ネ
ー
に
と
っ
て
、
様
々
な
特
権
（privilége

）
に
よ
っ
て
経
済
を
遅
滞
さ
せ
る
封
建
的
勢
力
を
権
力
的

に
抑
え
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
専
制
へ
の
期
待
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

ケ
ネ
ー
は
、
一
七
六
七
年
の
『
中
国
の
専
制
』D

espotism
e d

e la C
h

in
e

の
中
で
、
完
全
唯
一
の
至
高
権
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い

る
中
国
の
政
治
体
制
を
専
制
と
把
握
し
、
こ
れ
を
評
価
す
る

（
44
）

。
た
だ
し
、
専
制
に
は
、
法
（lois

）
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
絶
対
的
権
力

を
行
使
す
る
君
主
に
よ
る
「
合
法
的
専
制
」（despotes légitim

es

）
と
、
専
横
的
な
権
力
を
簒
奪
し
て
国
民
に
対
し
て
そ
れ
を
行
使
し
、

根
本
法
（lois fondam

entales

）
に
よ
る
制
限
も
受
け
な
い
「
恣
意
的
専
制
」（despotes arbitraires

）
の
二
種
類
が
あ
る
。
ケ
ネ
ー
は
こ

の
う
ち
前
者
を
支
持
し
て
い
る
た
め
、
彼
も
専
制
を
無
分
別
に
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
然
法
が
最
大
限
有
効
に
適
用
さ
れ
る
健
全

な
君
主
政
を
志
向
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
ケ
ネ
ー
を
は
じ
め
と
す
る

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
た
ち
が
政
治
の
失
敗
を
考
慮
し
て
い
た
た
め
、
彼
ら
は
経
済
の
拡
大
だ
け
に
問
題
解
決
の
糸
口
を
求
め
る
の
で
は
な

く
、
正
し
い
経
済
政
策
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
新
し
い
政
治
秩
序
の
構
築
に
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
45
）

。
要
す
る
に
、
ケ

ネ
ー
た
ち
は
、
政
治
的
専
制
に
よ
っ
て
新
た
な
経
済
的
自
由
を
実
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た

（
46
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
フ
ィ
ジ
オ
ク

三
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
一
六
）

ラ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
自
由
放
任
（laisser faire, laisser passer

）
を
主
張
し
て
い
た
が
、
政
治
的
自
由
は
忘
れ
て
い
た
と
い
っ
て

い
る
が
、
正
鵠
を
射
た
評
価
と
い
え
る
だ
ろ
う

（
47
）

。

ケ
ネ
ー
の
考
え
る
専
制
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
市
民
の
所
有
権
を
後
見
的
（tutélaire

）
に
守
護
す
る
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
クJohn L

ocke

（
一
六
三
二
│
一
七
〇
四
）
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
て
い
た
ケ
ネ
ー
は
、
自
然
法
に
則
っ
て
な
さ

れ
た
各
人
の
労
働
の
獲
得
物
に
対
す
る
権
利
と
し
て
自
然
権
を
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
権
力
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な

各
人
の
自
然
権
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
統
治
者
は
「
後
見
的
権
力
」（puissance tutélaire

）
あ
る
い
は
「
後
見
的
権
威
」（autorité 

tutélaire

）
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

（
48
）

。
ケ
ネ
ー
の
理
論
に
お
い
て
、
権
力
は
抑
圧
す
る
存
在
か
ら
民
衆
を
保
護
す
る
存
在
へ
の
役
割

転
換
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
経
済
的
権
利
の
擁
護
と
増
進
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
ケ
ネ
ー
が
目
指
し
て
い
た
権

力
像
は
、
国
民
の
経
済
的
利
益
を
守
り
、
そ
の
さ
ら
な
る
増
大
を
支
援
す
る
後
見
的
な
専
制
体
制
で
あ
っ
た
。
自
由
は
き
わ
め
て
政
治
的

な
概
念
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
経
済
的
範
疇
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
自
由
観
は
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
が
、
ケ
ネ
ー
の
場
合
は
経
済
に
お
け
る
自
由
の
た
め
に
政
治
に
お
け
る
自
由
が
犠
牲
に
供
さ
れ
て
い
る
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
り
、

ま
た
そ
れ
こ
そ
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
ケ
ネ
ー
の
主
張
し
た
専
制
は
、
自
身
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
で
批
判
し
た
「
民
主
的
専
制
」（despotism

e 

dém
ocratique

）
に
通
じ
る
性
格
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
問
題
は
同
時
代
的
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
。

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
（économ

istes

）
た
ち
が
想
像
し
た
こ
の
巨
大
な
社
会
的
権
力
は
、
彼
ら
の
目
前
に
あ
る
他
の
い
か
な
る
権
力

三
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よ
り
も
強
大
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
起
源
に
お
い
て
も
、
そ
の
特
性
に
お
い
て
も
、
こ
の
権
力
は
従
来
の
も
の
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
こ
の
社
会
的
権
力
は
直
接
的
に
神
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
伝
統
と
も
無
関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
非
人
格
的
で
あ

る
。
そ
れ
は
も
は
や
王
で
は
な
く
、
国
家
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
家
族
の
遺
産
な
ど
で
は
な
く
、
全
体
か
ら
生

ま
れ
た
産
物
で
あ
り
、
全
体
の
代
表
で
あ
る
。
そ
し
て
個
人
の
権
利
は
、
こ
の
全
体
の
意
思
に
屈
服
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

民
主
的
専
制
と
い
う
名
前
の
こ
の
特
殊
な
形
態
の
専
制
は
、
中
世
で
あ
れ
ば
思
い
も
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
フ
ィ
ジ
オ
ク

ラ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
す
で
に
馴
染
み
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
社
会
内
の
階
層
化
は
進
み
、
階
級
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
身
分
は

固
定
化
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
民
衆
と
い
う
存
在
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
、
完
全
に
平
等
な
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
寄
せ
集
め
の
大
衆
は
唯
一
の
正
統
な
主
権
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
が
、
自
ら
の
政
府
を
自
分
自
身
で
指
揮
し
監
督
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
能
は
周
到
に
奪
わ
れ
て
い
る
。
大
衆
の
上
に
あ
る
の
は
、
大
衆
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、

大
衆
に
か
わ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
行
う
唯
一
の
受
託
者
（m

andataire

）
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
監
督
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な

手
段
を
持
た
な
い
公
共
の
理
性
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
阻
む
も
の
は
革
命
で
あ
っ
て
、
法
で
は
な
い
。
こ
の
受
託
者
は
法
的
に
は
従

属
的
な
代
理
人
に
過
ぎ
な
い
が
、
実
は
支
配
者
な
の
で
あ
る

（
49
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
生
き
る
人
々
に
よ
っ
て
民
主
的
専
制
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
物
質
的
安
寧
に
対
す
る

彼
ら
の
執
着
が
理
由
で
あ
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
の
人
々
が
物
質
的
利
益
を
熱
烈
に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
で
も
触
れ
た
が
、

民
主
的
専
制
は
そ
の
よ
う
な
人
々
の
要
求
に
応
え
る
「
与
え
る
」
専
制
体
制
と
し
て
の
役
割
を
担
う
。

こ
れ
に
加
え
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
文
脈
で
民
主
的
専
制
を
語
る
際
に
重
視
し
て
い
る
の
は
、
統
治
権
力
の
性
格

三
三
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で
あ
る

（
50
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
著
書
の
中
で
、
ケ
ネ
ー
が
権
力
均
衡
を
致
命
的
欠
陥
を
は
ら
ん
だ
制
度
だ
と
述
べ
て
い
た
こ
と
も
引
用
し
て

い
る

（
51
）

。
か
つ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
自
身
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
を
構
築
し
た
際
に
最
も
注
意
を
向
け
た
の
は
人
々
の
心
理
で
あ
っ
た
。
彼

が
そ
の
よ
う
な
接
近
法
を
採
用
し
た
の
は
、
市
民
革
命
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
も
は
や
理
想
で
は
な
く
与
件
と
な
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
を
論
じ
る
際
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
権
力
論
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
回
引
用
し
た

『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』
が
書
か
れ
た
時
期
が
要
因
と
し
て
推
測
で
き
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
こ
の
著
作
に
取
り
組
ん
だ
の

は
、
彼
が
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
（
一
八
五
一
年
十
二
月
）
に
よ
っ
て
政
界
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
後
の
一
八
五
二
年
の
こ
と

で
あ
り
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
五
六
年
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
引
退
し
た
一
八
五
二
年
に
は
、
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
国

民
投
票
を
経
て
帝
位
に
就
き
、
第
二
帝
政
が
始
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』
を

書
い
た
の
は
、
第
二
帝
政
が
新
た
な
国
家
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
只
中
で
あ
り
、
い
わ
ば
革
命
前
の
時
代
へ
の
逆
行
し
て
し

ま
っ
た
か
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
あ
ら
た
め
て
政
体
論
や
権
力
論
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
絶
対
王
政
か
ら
革
命
、
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
を
経
て
、
何
と
か
政
治
的
自
由
と
経
済
的
発
展
を
遂
げ
て
き
た

は
ず
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
半
世
紀
の
蓄
積
を
無
に
す
る
か
の
よ
う
に
独
裁
・
専
制
へ
と
回
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

中
で
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』
を
書
い
て
い
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
世
紀
以
上
前
の
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
文
章
の
中
に

こ
の
新
た
な
専
制
の
原
型
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
と
社
会
主
義
が
同
じ
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
帰
結
も
共
通
し
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
専
制
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
新
し
い
時
代
に
、

物
質
的
安
寧
を
求
め
る
人
々
の
求
め
に
応
え
る
民
主
的
専
制
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
や
社
会
主
義
が
到
達
す
る
も
の

は
、
い
ず
れ
も
専
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
悪
性
化
し
た
場
合
は
専
制
を
招
く
恐
れ
は
あ
る
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
適

三
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切
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
専
制
を
予
防
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
従
来
以
上
に
市
民
の
自
由
を
増
進
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
人
々
に
対
し
て
抑
圧
的
で
統
制
の
強
い
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
や
社
会
主
義
に
は
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
見
出

せ
な
い
。
そ
の
た
め
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
思
想
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
批
判
の
対
象
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
に
沿
っ
て
社
会
主
義
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
に
、
社
会
主
義
は
も
は
や
「
政
治
」
で
は
な
く
、「
社
会
」
の
改
変
を
目
指
す
思
想
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
治
を
対
象
と
し
た
啓

蒙
時
代
や
市
民
革
命
期
の
思
想
と
比
べ
る
と
、
社
会
主
義
の
射
程
は
よ
り
広
範
で
、
よ
り
深
い
。
そ
し
て
社
会
主
義
の
根
底
に
あ
る
、
社

会
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
は
、
政
治
的
・
市
民
的
自
由
の
軽
視
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
社
会
主
義
的
な
手
法
に
よ
る
社
会
的
課
題
の
解

決
は
社
会
の
画
一
化
や
個
人
の
没
個
性
化
を
伴
う
た
め
、
個
人
の
尊
厳
や
個
人
の
思
想
の
自
由
は
犠
牲
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
よ
う
に
宗
教
的
な
色
彩
を
帯
び
た
場
合
、
そ
れ
は
人
の
心
に
直
接
的
に
作
用
を
及
ぼ
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
社

会
主
義
は
個
人
の
内
面
に
直
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
点
に
、
そ
し
て
人
間
の
精
神
の
自
由
を
抑
圧
す
る
点
に
危
険
を

内
包
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
社
会
主
義
を
奴
隷
制
の
思
想
だ
と
厳
し
く
断
罪
し
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

第
二
に
、
多
く
の
社
会
主
義
に
お
い
て
目
標
と
さ
れ
た
の
は
、
社
会
の
「
組
織
化
」（O

rganisation

）
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
の
多
く

も
社
会
問
題
に
懸
念
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
れ
自
体
は
必
ず
し
も
第
一
目
標
で
は
な
く
、
彼
ら
は
社
会
の
組
織
化
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
自

ず
と
社
会
問
題
も
解
決
さ
れ
る
と
考
え
た
。
彼
ら
は
組
織
化
を
工
学
的
手
法
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
考
え
て
お
り
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や

サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
が
主
張
し
た
産
業
体
制
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
手
法
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
効
率
的
な
産
業
活
動
に
よ
っ
て

三
三
七
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年
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月
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（
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〇
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生
産
が
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
を
通
し
て
物
質
的
充
足
が
実
現
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
社
会
主
義
者
の
い
う
組
織
化
と
は
産
業
す
な

わ
ち
経
済
に
よ
る
組
織
化
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
物
質
主
義
の
肯
定
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、
社
会
主
義
に
お
い
て
は
、
政
治
は
物
質
主

義
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
社
会
主
義
は
最
終
的
に
専
制
に
到
達
す
る
他
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
主
義
と
同
じ
素
地
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
る
フ
ィ

ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
的
自
由
を
二
の
次
に
し
て
露
骨
に
専
制
を
求
め
た
。
よ
っ
て
、
社
会
主
義
も
生
来
的
に
専
制
に
対
し
て
親
和
的

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
い
で
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
や
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
の
理
論
で
は
、
最
終
的
に
は
高
級
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
指
導
に

服
さ
な
い
限
り
、
組
織
化
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
は
専
制
に
肯
定
的
で
あ
り
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
な
階
層
制
度
を
前

提
と
す
る
思
想
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
社
会
主
義
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
育
ん
で
き
た
思
想
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
社
会
主
義
と
は
奴
隷
の
思
想
で
あ
り
、
思
想
を
統
制
し
、
物
質
主
義
を
喚
起
し
、
専
制
を
招
来
す
る
も

の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
社
会
主
義
の
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
彼
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
悪
し
き
帰
結
と
し
て
警
戒
し
て
き
た
こ
と
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
評
価
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
二
月
革
命
と
そ
の
後
の
六
月
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
思
索
の
対

象
に
過
ぎ
な
か
っ
た
社
会
主
義
が
、
具
体
的
な
脅
威
と
し
て
顕
在
化
し
た
の
が
こ
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
月
革
命
後
、
特
に
六

月
事
件
後
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
社
会
に
秩
序
と
規
律
を
打
ち
立
て
、
革
命
派
と
社
会
主
義
者
た
ち
を
打
破
す
る
全
て
の
措
置
に
躊
躇
な

く
賛
成
票
を
投
じ
た
」
の
で
あ
っ
た

（
52
）

。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
彼
は
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』
を
執
筆
す
る
段
階
に
至
り
、

絶
対
王
政
末
期
の
状
況
や
思
潮
を
丹
念
に
考
察
し
た
結
果
、
社
会
主
義
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
と
の
思
想
的
な
類
似
性
と
関
連
性
を
見
出

三
三
八
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ク
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ィ
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主
義
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杉
本
）

（
四
二
一
）

す
こ
と
に
な
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
限
ら
ず
、
当
時
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
政
治
家
の
多
く
は
、
社
会
主
義
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。
数
少
な
い
例
外

が
実
際
に
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
思
想
を
学
ん
だ
経
験
の
あ
る
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
だ
が
、
そ
し
て
そ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ

て
帝
政
を
始
め
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
抱
い
て
い
た
危
惧
は
杞
憂
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

（
53
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
宛
て
に
手
紙
を
書
い
て
い
た
こ
と
は
本
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
内
容
か
ら
も
う
か
が
え

る
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
社
会
主
義
者
た
ち
も
共
に
、
貧
困
問
題
と
そ
れ
に
苦
し
む
民
衆
の
境
遇
に
対
す
る
関
心
と
同
情
を
抱
い
て
い

た
。
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
八
四
〇
年
代
の
後
半
に
入
る
と
、
積
極
的
に
社
会
政
策
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
る

（
54
）

。
け
れ
ど
も
、
彼
は
決

し
て
社
会
主
義
に
同
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
由
に
対
す
る
強
烈
な
ま
で
の
こ
だ
わ
り
を
決
し
て
放
棄
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
こ
の
自
由
に
対
す
る
執
心
が
、
彼
に
社
会
主
義
を
否
定
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
連
帯
」（solidarité

）

と
い
う
概
念
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
九
世
紀
後
半
、
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
ら
に
よ
っ
て
新
自
由
主
義
（N

ew
 

L
iberalism

）
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
死
か
ら
半
世
紀
以
上
経
っ
た
二
十
世
紀
前
半
の
こ
と
で
あ
る
。
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
時
代
に
は
、
人
間
の
自
由
の
尊
重
と
社
会
問
題
の
解
決
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
一
体
的
に
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
に
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。

〔
本
稿
は
、
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
学
位
論
文
「
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
・
経
済
論　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
産
業
化
社
会

に
お
け
る
道
徳
性
に
関
す
る
考
察
」
の
一
部
に
対
し
て
、
大
幅
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。〕

三
三
九
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五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
二
二
）

（
1
） 

樋
口
陽
一
『
近
代
国
民
国
家
の
憲
法
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
四
七
頁
。

（
2
） 

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
ア
ル
バ
ン
・
ド
・
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ンA

lban de V
illeneuve B

argem
on

（
一
七
八
四
│

一
八
五
〇
）
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
イ
ら
に
よ
る
古
典
派
経
済
学
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
・
個
人
主
義
的
・
自
由
主

義
的
で
貪
欲
な
経
済
理
論
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
貧
困
の
原
因
だ
と
批
判
し
て
い
る
﹇S

eym
our D

rescher, D
ilem

m
as of D

em
ocracy, 

T
ocqu

eville an
d

 M
od

ern
ization 

（P
ittsburgh, U

niversity of P
ittsburgh P

ress, 1968

）, p. 104. 

〔
シ
ー
モ
ア
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
『
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二
訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
九
三
頁
〕﹈。

（
3
） 

こ
の
時
代
の
主
要
な
思
潮
で
あ
る
自
由
主
義
も
、
そ
の
よ
う
な
政
治
・
社
会
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
松
本
礼
二
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
と
産
業
革
命
と
い
う
「
二
重
革
命
」
が
ひ
き
起
こ
し
た
「
ポ
ス
ト
革
命
期
」
の
中
で
誕
生
し
た
様
々
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ひ
と
つ
と
し
て

自
由
主
義
を
定
義
し
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
成
果
を
守
る
と
同
時
に
急
進
化
と
反
動
化
と
い
う
革
命
の
悪
循
環
を
絶
ち
切
り
終
結
さ
せ
る
と
い

う
二
重
の
課
題
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
﹇
松
本
礼
二
／
川
出
良
枝
『
近
代
国
家
と
近
代
革
命
の
政
治
思
想
』（
放
送
大
学
教
育

振
興
会
、
一
九
九
七
年
）
一
二
六
│
一
二
七
頁
﹈。

（
4
） H

enri de S
aint-S

im
on, “D

e la réorganization de la société européenne ou de la nécessité et des m
oyens,” in Œ

u
vres 

C
om

plètes II 

（P
aris, P

resses U
niversitaires de F

rance, 2012

）, p. 1247. 

〔
サ
ン
＝
シ
モ
ン
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
再
組
織
に
つ
い
て
」

『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
著
作
集
』（
第
二
巻
）
森
博
編
・
訳
（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
七
年
）
二
〇
〇
頁
〕。

（
5
） S

ébastian C
am

ille G
ustave C

harléty, H
istoire d

u
 S

ain
t-S

im
on

ism
e, 1825-1864 

（P
aris, P

aul H
artm

ann, 1931

）, p.25. 

〔
セ
バ

ス
テ
ィ
ア
ン
・
シ
ャ
ル
レ
テ
ィ
『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
歴
史
』
沢
崎
浩
平
／
小
杉
隆
芳
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）
三
二
頁
〕。

（
6
） H

enri de S
aint-S

im
on, “C

atéchism
e des industriels,” in Œ

u
vres C

om
plètes IV

 

（P
aris, P

resses U
niversitaires de F

rance, 

2012

）, p. 2876.

〔
ア
ン
リ
・
ド
・
サ
ン
＝
シ
モ
ン
『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
著
作
集
（
産
業
者
の
教
理
問
答
）』（
第
五
巻
）
森
博
訳
（
恒
星
社
厚
生
閣
、

一
九
八
八
年
）
二
頁
〕。

（
7
） S

aint-S
im

on, C
atéchism

e, p. 2881. 

〔
邦
訳
八
頁
〕。

（
8
） 

藤
原
孝
「
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
後
期
国
家
論
序
説
」（『
政
経
研
究
』
第
三
十
七
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
六
│
六
七
頁
。

三
四
〇



ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
社
会
主
義
（
杉
本
）

（
四
二
三
）

（
9
） S

aint-S
im

on, C
atéchism

e, p. 2905. 

〔
邦
訳
三
八
頁
〕。

（
10
） S

aint-S
im

on, C
atéchism

e, pp. 2977-2978. 

〔
邦
訳
一
三
六
頁
〕。

（
11
） 
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
か
ら
十
五
世
紀
ま
で
、
人
類
は
「
一
般
的
感
情
」（sentim

ents généraux

）
お
よ
び
「
唯
一
に
し

て
普
遍
的
な
原
理
」（principe universel et unique

）
の
確
立
と
、「
出
生
に
も
と
づ
く
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」（aristocratie de la 

naissance
）
か
ら
「
才
能
に
も
と
づ
く
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」（aristocratie des talents

）
へ
の
移
行
を
実
現
す
る
た
め
に
努
め
て
き
た
が
、
個

別
性
を
理
想
と
し
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
そ
の
努
力
が
途
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
人
類
は
そ
の
努
力
を
再

開
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
訴
え
て
い
る
﹇H

enri de S
aint-S

im
on, “N

ouveau christianism
e,” in Œ

u
vres C

om
plètes IV

 

（P
aris, 

P
resses U

niversitaires de F
rance, 2012

）, p. 3221.

〔
ア
ン
リ
・
ド
・
サ
ン
＝
シ
モ
ン
『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
著
作
集
（
新
キ
リ
ス
ト
教
）』（
第
五

巻
）
森
博
訳
（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
八
年
）
二
八
九
│
二
九
一
頁
〕。

（
12
） S

heldon W
olin, P

olitics an
d

 V
ision

, C
on

tin
u

ity an
d

 In
n

ovation
 in

 W
estern

 P
olitical T

h
ou

gh
t, E

xpan
d

ed
 E

d
ition

 

（P
rinceton, P

rinceton U
niversity P

ress, 2004

）, p. 338. 

〔
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
リ
ン
『
政
治
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
』
尾
形
典
男
／
福
田
歓
一
／

佐
々
木
武
／
有
賀
弘
／
佐
々
木
毅
／
半
澤
孝
麿
／
田
中
治
男
訳
（
福
村
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
四
三
五
│
四
三
六
頁
〕。

（
13
） 

O
C
, III-3[É

crits et discours politiques], p. 189.

（
14
） 

ウ
ォ
ー
リ
ン
は
公
共
性
を
最
大
限
配
慮
し
た
「
政
治
的
な
る
も
の
」（the political

）
に
対
し
て
、
そ
う
い
っ
た
規
範
性
を
喪
失
し
、
主
に
経

済
等
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
今
の
政
治
状
況
を
「
政
治
」（politics

）
と
呼
ん
で
批
判
し
、
そ
の
よ
う
な
潮
流
を
「
政
治
的
な
も

の
へ
の
攻
撃
」
と
考
え
た
﹇W

olin, p. 371-376.

〔
邦
訳
四
七
六
│
四
八
三
頁
〕
お
よ
び
川
崎
修
『「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
行
方
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）
八
七
│
九
〇
頁
﹈。
ウ
ォ
ー
リ
ン
は
現
代
政
治
が
経
済
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
よ
う

な
傾
向
を
形
作
っ
た
主
要
人
物
と
し
て
サ
ン
＝
シ
モ
ン
を
取
り
上
げ
、
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。

（
15
） 

藤
原
孝
「
サ
ン
＝
シ
モ
ン
思
想
に
お
け
る
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
の
位
置
」（『
政
経
研
究
』
第
三
十
三
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
年
）
四
七
六
頁
。

（
16
） S

aint-S
im

on, N
ouveau C

hristianism
e, p. 3184. 

〔
邦
訳
二
四
六
頁
〕。

（
17
） S

aint-S
im

on, N
ouveau C

hristianism
e, p. 3189. 

〔
邦
訳
二
五
一
頁
〕。

三
四
一



政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
二
四
）

（
18
） 

フ
ラ
ン
ス
語
で<<père>>

は
「
父
」「
神
父
」
と
い
っ
た
意
味
だ
が
、
頭
文
字
を
大
文
字
に
す
る
と
「
神
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
支
持
者
の
間
で
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
と
バ
ザ
ー
ル
の
神
格
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
19
） C

harléty, p. 66. 

〔
邦
訳
七
四
│
七
五
頁
〕。

（
20
） 
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
『
平
等
原
理
と
社
会
主
義　

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
主
義
と
共
産
主
義
』
石
川
三
義
／
石
塚
正
英
／
柴

田
隆
行
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
）
二
二
五
頁
。

（
21
） C

harléty, p. 63. 

〔
邦
訳
七
一
│
七
二
頁
〕。

（
22
） C

harléty, p. 125. 
〔
邦
訳
一
三
四
頁
〕。

（
23
） 

ス
エ
ズ
運
河
建
設
に
尽
力
し
た
外
交
官
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
レ
セ
ッ
プ
スF

erdinand de L
esseps

（
一
八
〇
五
│
一
八
九
四
）
は
青
年

期
に
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
宿
願
は
四
半
世
紀
の
後
に
こ
の
か
つ
て
の
信
奉
者
に
よ
っ
て
実

現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
24
） 

サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
「
産
業
」
と
「
組
織
化
」
を
結
び
付
け
た
「
社
会
科
学
」（social science

）
を
打
ち
立
て
た
が
、
コ
ン
ト
は
一
八
二
二
年

に
は
「
社
会
物
理
学
」（social physics

）
と
い
う
名
で
師
の
考
え
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
試
み
、
そ
し
て
一
八
三
九
年
に
は
「
社
会
学
」（sociologie

）

と
い
う
名
前
の
新
し
い
科
学
を
打
ち
立
て
た
﹇R

ichard S
w
edberg, T

ocqu
eville’s P

olitical E
con

om
y 

（P
rinceton and O

xford, 

P
rinceton U

niversity P
ress, 2009

）, pp. 121-122
﹈。

（
25
） 

杉
本
隆
司
「
民
衆
・
宗
教
・
社
会
学　

サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
コ
ン
ト
」
宇
野
重
規
／
伊
達
聖
伸
／
髙
山
裕
二
編
著
『
社
会
統
合
と
宗
教
的
な
も
の　

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
』（
白
水
社
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
、
七
五
│
七
七
頁
。

（
26
） 

そ
れ
以
外
に
も
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
グ
ル
ー
プ
を
牽
引
し
た
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
と
い
う
指
導
者
の
個
性
も
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
変
質
の

原
因
と
し
て
挙
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
藤
原
孝
は
、
変
化
の
原
因
と
し
て
ロ
マ
ン
主
義
を
挙
げ
て
い
る
﹇
藤
原
孝
「
サ
ン
＝
シ
モ

ニ
ズ
ム
の
形
成
」（『
政
経
研
究
』
第
三
十
九
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）
八
八
頁
﹈。

（
27
） A

ndré Jardin, A
lexis d

e T
ocqu

eville, 1805-1859 

（P
aris, H

achette, 1984

）, p. 383. 

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』

大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、
一
九
九
四
年
）
四
四
五
│
四
四
六
頁
〕。

三
四
二



ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
社
会
主
義
（
杉
本
）

（
四
二
五
）

（
28
） 

D
A

II, 3:12, p. 725. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
五
〇
│
五
一
頁
〕。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
男
女
が
同
じ
存
在
に
な
る
と
い
う
考
え
に
は
違
和
感
を
覚
え

て
い
た
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
平
等
化
の
流
れ
の
中
で
男
女
は
平
等
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。

（
29
） H

ugh B
rogan, A

lexis d
e T

ocqu
eville, A

 L
ife 

（N
ew

 H
aven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006

）, p. 364.

（
30
） B

rogan, p. 413.

（
31
） 

O
C
, III-3, pp. 189-192.

（
32
） 

S
, 2:2, p. 787. 

〔
邦
訳
一
三
一
頁
〕。
引
用
中
の
括
弧
は
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
注
。

（
33
） 

S
, 1:1 , p. 736. 

〔
邦
訳
三
一
頁
〕。

（
34
） 

S
, 2:2 , p. 787. 

〔
邦
訳
一
三
〇
頁
〕。

（
35
） 

S
, 2:9, p. 842. 

〔
邦
訳
二
三
六
│
二
三
七
頁
〕。

（
36
） 

D
A

II, 2:10, p. 643. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
四
頁
〕。

（
37
） 

O
C
, III-3, pp.170-171.

（
38
） 

A
R
, 3:3, p. 191. 

〔
邦
訳
三
四
三
│
三
四
四
頁
〕。

（
39
） 

根
井
雅
弘
『
経
済
学
の
歴
史
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
二
六
│
二
七
頁
。

（
40
） 

根
井
、
前
掲
書
、
二
八
│
三
〇
頁
。

（
41
） F

ram
çois Q

uesnay, “M
axim

es generals du économ
ique d’un royaum

e agricole,” in Œ
u

vres écon
om

iqu
es et ph

ilosoph
iqu

es 

d
e F. Q

u
esn

ay 

（P
aris, Jules P

eelm
an, 1888

）, pp. 329-337. 
〔
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ケ
ネ
ー
『
経
済
表
』
平
田
清
明
／
井
上
泰
夫
訳
（
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
三
年
）
二
一
九
│
二
三
〇
頁
〕﹈。
以
下
に
、
そ
の
概
要
を
記
す
。
①
主
権
は
唯
一
で
あ
り
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
対
し
て
も
、
ま
た
特

殊
利
害
に
立
つ
す
べ
て
の
不
正
な
企
て
に
対
し
て
も
優
越
し
て
い
る
こ
と
。
②
国
民
が
、
最
も
完
全
な
統
治
を
構
成
す
る
自
然
秩
序
の
一
般
法
に
つ

い
て
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
③
主
権
者
と
国
民
は
、
土
地
が
富
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
り
、
富
を
増
殖
さ
せ
る
の
は
農
業
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘

れ
な
い
こ
と
。
④
土
地
財
産
と
動
産
的
富
の
所
有
権
が
そ
れ
ら
の
合
法
的
な
所
有
者
に
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
⑤
租
税
が
破
壊
的
な
も
の
で
な
い

こ
と
。
⑥
耕
作
者
の
前
払
が
十
分
で
あ
っ
て
、
土
地
耕
作
の
支
出
に
よ
っ
て
、
年
々
最
大
の
生
産
物
を
再
生
さ
せ
得
る
こ
と
。
⑦
収
入
の
総
額
が
す

三
四
三



政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
二
六
）

べ
て
年
々
の
流
通
に
復
帰
し
、
こ
の
流
通
の
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
巡
歴
す
る
こ
と
。
⑧
経
済
統
治
が
関
心
を
寄
せ
る
べ
き
は
唯
一
、
生
産
的
支
出
と

粗
生
生
産
物
と
の
交
易
を
助
長
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
不
生
産
的
支
出
は
な
る
が
ま
ま
に
任
せ
る
こ
と
。
⑨
耕
作
す
べ
き
大
領
土
を
所
有
し
て
い

て
、
粗
生
生
産
物
貿
易
を
容
易
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
国
民
は
、
農
業
の
労
働
と
支
出
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
製
造
業
と
奢
侈
品
商
業
に
資
金
と
人

を
差
し
向
け
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
王
国
は
豊
か
な
耕
作
者
で
満
ち
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑩
諸
収

入
の
一
部
で
も
、
貨
幣
あ
る
い
は
商
品
の
形
態
で
還
流
す
る
こ
と
も
な
く
外
国
に
流
出
さ
せ
な
い
こ
と
。
⑪
住
民
の
富
が
王
国
の
外
に
持
ち
出
さ
れ

て
し
ま
う
た
め
、
彼
ら
の
国
外
流
出
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑫
農
村
に
耕
作
者
（laboureurs

）
が
い
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
、
富
裕
な
農
民
（ferm

iers

）
の
子
弟
を
農
村
に
定
住
さ
せ
る
こ
と
。
⑬
各
人
が
、
自
分
の
利
害
や
財
力
、
土
地
の
資
質
に
見
合
っ
た
生

産
物
を
自
分
の
畑
で
自
由
に
耕
作
す
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
で
き
得
る
限
り
最
大
の
生
産
物
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
⑭
家
畜
の
増
殖
が
奨
励

さ
れ
る
こ
と
。
⑮
穀
物
の
耕
作
に
あ
て
ら
れ
る
土
地
は
、
富
裕
な
耕
作
者
の
経
営
す
る
大
農
地
に
で
き
る
だ
け
統
合
す
る
こ
と
。
⑯
売
り
上
げ
が

あ
っ
て
初
め
て
再
生
産
が
可
能
に
な
る
た
め
、
粗
生
生
産
物
の
対
外
商
業
を
決
し
て
妨
げ
な
い
こ
と
。
⑰
道
路
を
修
繕
し
、
運
河
や
河
川
、
海
を
利

用
し
た
水
上
交
通
に
よ
っ
て
、
生
産
物
お
よ
び
手
工
業
商
品
の
販
路
を
整
備
し
、
運
搬
を
容
易
に
す
る
こ
と
。
⑱
王
国
内
の
生
産
物
や
商
品
の
価
格

を
わ
ず
か
で
も
低
下
さ
せ
な
い
こ
と
。
豊
饒
と
高
価
維
持
の
両
立
こ
そ
繁
栄
な
の
で
あ
る
。
⑲
貧
困
者
に
と
っ
て
、
生
産
物
の
価
格
の
安
さ
が
有
利

な
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
こ
と
。
⑳
最
下
層
の
市
民
階
級
の
生
活
の
安
楽
（aisance

）
を
損
な
わ
な
い
こ
と
。
㉑
地
主
や
投
機
的
な
職
業
を
営
む

人
た
ち
が
、
彼
ら
の
収
入
や
利
益
を
流
通
と
配
分
か
ら
切
り
離
す
、
生
産
的
で
は
な
い
貯
蓄
に
励
む
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
㉒
奢

侈
的
な
装
飾
に
熱
中
し
な
い
こ
と
。
㉓
外
国
と
の
相
互
貿
易
で
国
民
が
損
害
を
被
ら
な
い
こ
と
。
㉔
外
国
と
の
相
互
貿
易
に
あ
た
っ
て
肝
心
な
の
は
、

販
売
し
た
商
品
と
購
入
し
た
商
品
そ
れ
自
体
か
ら
生
ず
る
利
益
の
多
寡
を
吟
味
す
る
こ
と
も
せ
ず
に
、
た
だ
貨
幣
で
の
差
額
か
ら
だ
け
利
益
を
判
断

し
て
、
安
易
な
利
益
に
欺
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
㉕
交
易
の
完
全
な
自
由
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
。
㉖
人
口
の
増
加
よ
り
も
、
収
入
の

増
加
に
注
意
を
傾
け
る
こ
と
。
㉗
政
府
は
節
約
に
専
念
す
る
よ
り
も
、
王
国
の
繁
栄
に
必
要
な
事
業
に
専
念
す
る
こ
と
。
㉘
租
税
徴
収
や
政
府
支
出

の
財
政
活
動
が
、
貨
幣
財
産
集
積
の
要
因
に
な
ら
な
い
こ
と
。
㉙
一
国
家
の
非
常
の
必
要
に
応
ず
る
た
め
の
資
力
は
国
民
の
繁
栄
か
ら
の
み
期
待
し
、

金
融
資
本
家
（fi nancier

）
の
信
用
貸
か
ら
は
期
待
し
な
い
こ
と
。
㉚
国
家
は
借
入
金
を
避
け
る
こ
と
。

（
42
） 

A
R
, 3:4, p. 204. 

〔
邦
訳
三
六
五
頁
〕。

三
四
四



ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
社
会
主
義
（
杉
本
）

（
四
二
七
）

（
43
） 

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
一
八
四
│
一
八
九

頁
。

（
44
） F

rançois Q
uesnay, “D

espotism
e de la C

hine, ” in Œ
u

vres écon
om

iqu
es et ph

ilosoph
iqu

es d
e F. Q

u
esn

ay 

（P
aris, Jules 

P
eelm

an, 1888

）, pp. 563-564.

（
45
） A

lbert O
. H

irschm
an, T

h
e P

assion
s an

d
 th

e In
terests, P

olitical A
rgu

m
en

ts for C
apitalism

 before Its T
riu

m
ph 

（P
rinceton, 

P
rinceton U

niversity P
ress, 2013

）, p. 96. 

〔
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｏ
．
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
『
情
念
の
政
治
経
済
学
』
佐
々
木
毅
／
旦
祐
介
訳
（
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
）
九
六
頁
〕。

（
46
） 

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
一
方
で
政
府
の
介
入
に
対
す
る
市
場
の
自
由
を
擁
護
し
つ
つ
、
他
方
で
「
正
し
い
」
経
済
シ
ス
テ
ム
を
支
持
す
る
全
能
の

支
配
者
に
よ
っ
て
市
場
の
自
由
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
た
ち
を
「
奇
妙
」
と
評
し
て
い
る
﹇H

irschm
an, pp. 97-

98. 

〔
邦
訳
九
七
│
九
八
頁
〕﹈。

（
47
） 

A
R
, 3:3, p. 187. 

〔
邦
訳
三
三
七
│
三
三
八
頁
〕。

（
48
） 

安
藤
裕
介
『
商
業
・
専
制
・
世
論　

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
の
「
政
治
経
済
学
」
と
統
治
原
理
の
転
換
』（
創
文
社
、
二
〇
一
四
年
）
四
八
│
五
二
頁
。

安
藤
は
、
ケ
ネ
ー
の
理
論
は
封
建
的
秩
序
か
ら
の
解
放
と
い
っ
た
性
格
を
有
し
て
い
た
が
、
同
時
に
政
治
体
全
体
の
有
用
性
か
ら
導
出
さ
れ
た
個
人

の
物
質
的
利
益
の
追
求
を
推
奨
す
る
、
あ
る
種
の
功
利
主
義
的
政
治
哲
学
を
内
包
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
﹇
安
藤
、
前
掲
書
、
五
六
│
五
七
頁
﹈。

（
49
） 

A
R
, 3:3, p. 190. 

〔
邦
訳
三
四
二
│
三
四
三
頁
〕。

（
50
） 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
経
済
分
析
に
つ
い
て
、
反
コ
ル
ベ
ー
ル
主
義
の
主
張
で
あ
る
自
由
放
任
に

つ
い
て
は
拘
泥
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
合
法
的
専
制
の
み
に
注
目
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
﹇F

rançois F
uret, P

en
ser la R

évolu
tion

 

fran
çaise 

（P
aris, G

allim
ard, 1985

）, pp. 239. 

〔
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
考
え
る
』
大
津
真
作
訳
（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
）
二
七
三
│
二
七
四
頁
〕﹈。

（
51
） 

A
R
, 3:3, p. 188. 

〔
邦
訳
三
三
八
頁
〕。

（
52
） 

S
, A

ppendice II, p. 961.

三
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
二
八
）

（
53
） 

野
村
啓
介
『
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
の
構
造
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
三
三
│
三
五
頁
。

（
54
） 

O
C
, III-2[É

crits et discours politiques], pp. 742-744.
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
社
会
主
義
」
参
考
文
献
一
覧

〔
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
〕

A
lexis de T

ocqueville, Œ
u

vres B
iblioth

èqu
e d

e la P
léiad

e, t. 1-3 (P
aris, G

allim
ard, 1991-2003).

A
lexis de T

ocqueville, Œ
u

vres C
om

plètes (P
aris, G

allim
ard, 1951-). 

〔
論
文
内
で
はO

C

と
略
記
〕

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
を
参
考
・
引
用
す
る
場
合
は
、
基
本
的
に
上
記
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
を
用
い
る
。
上
記
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
に
収
録
さ
れ
て
い
な

い
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
ガ
リ
マ
ー
ル
社
版
全
集
を
用
い
る
。

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
・
第
二
巻
）D

e la d
ém

ocratie en
 A

m
ériqu

e, t. 1-2 

（
一
八
三
五
年

お
よ
び
一
八
四
〇
年
）、『
回
想
録
』S

ou
ven

irs
（
一
八
九
三
年
）、『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』L’ A

n
cien

 R
égim

e et la 

R
évolu

tion

（
一
八
五
六
年
）、『
一
七
八
九
年
以
前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』É

tat social et politiqu
e d

e la 

F
ran

ce avan
t et d

epu
is 1789

（
一
八
三
六
年
）、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』（
第
一
論
文
）M

ém
oire su

r le pau
pérism

e

（
一
八
三
五
年
）
お

よ
び
第
二
論
文D
eu

xièm
e article su

r le pau
pérism

e
（
未
刊
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れD

A
 I /

 D
A

 II, S
, A

R
, E

S
, P

1 /
 P

2

と
い
う

略
記
号
を
用
い
て
出
典
元
を
表
記
す
る
。

　

そ
れ
ら
以
外
の
文
献
を
引
用
す
る
場
合
、
基
本
的
に
は
上
記
の
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
を
使
用
し
、O

C

と
い
う
略
記
号
を
用
い
て
示
す
。

〔
参
考
文
献
〕

安
藤
裕
介
『
商
業
・
専
制
・
世
論　

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
の
「
政
治
経
済
学
」
と
統
治
原
理
の
転
換
』（
創
文
社
、
二
〇
一
四
年
）。 三

四
六



ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
社
会
主
義
（
杉
本
）

（
四
二
九
）

L
ouis B

lan, , O
rgan

isation
 d

u
 travail (P

aris, B
ureau de la société de l’industrie fraternelle, 1847), B

ibliothèque nationale de 

F
rance, 31 A

ugust 2014 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24230t>.

H
ugh B

rogan, A
lexis d

e T
ocqu

eville, A
 L

ife (N
ew

 H
aven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006).

R
obert C

astel, L
es m

etam
orph

oses d
e la qu

estion
 sociale, U

n
e C

h
ron

icle d
u

 salariat (P
aris, G

allim
ard, 1995). 

〔
ロ
ベ
ー
ル
・
カ

ス
テ
ル
、
ロ
ベ
ー
ル
『
社
会
問
題
の
変
容　

賃
金
労
働
の
年
代
記
』
前
川
真
行
訳
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）〕。

S
ébastian C

am
ille G

ustave C
harléty, H

istoire d
u

 S
ain

t-S
im

on
ism

e, 1825-1864 (P
aris, P

aul H
artm

ann, 1931). 

〔
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・

シ
ャ
ル
レ
テ
ィ
『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
歴
史
』
沢
崎
浩
平
／
小
杉
隆
芳
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）〕。

L
ouis C

hevalier, C
lasses laborieu

ses et classes d
an

gereu
ses (P

aris, P
errin, 1958). 

〔
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
、
ル
イ
『
労
働
階
級
と
危
険
な
階

級　

十
九
世
紀
前
半
の
パ
リ
』
喜
安
朗
／
木
下
賢
一
／
相
良
匡
俊
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
）〕。

堂
目
卓
生
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス　
『
道
徳
感
情
論
』
と
『
国
富
論
』
の
世
界
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）。

S
eym

our D
rescher, D

ilem
m

as of D
em

ocracy, T
ocqu

eville an
d

 M
od

ern
ization (P

ittsburgh, U
niversity of P

ittsburgh P
ress, 

1968).

〔
シ
ー
モ
ア
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二
訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）〕。

D
rolet, M

ichael, T
ocqu

eville, D
em

ocracy an
d

 S
ocial R

eform
 (B

asingstoke, P
algrave M

acm
illan, 2003).

F
rançois F

uret, P
en

ser la R
évolu

tion
 fran

çaise (P
aris, G

allim
ard, 1985). 

〔
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
考
え
る
』
大
津

真
作
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）〕。

A
lbert O

. H
irschm

an, T
h

e P
assion

s an
d

 th
e In

terests, P
olitical A

rgu
m

en
ts for C

apitalism
 before Its T

riu
m

ph (P
rinceton, 

P
rinceton U

niversity P
ress, 2013). 

〔
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｏ
．
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
『
情
念
の
政
治
経
済
学
』
佐
々
木
毅
／
旦
祐
介
訳
（
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
八
五
年
）〕。

樋
口
陽
一
『
近
代
国
民
国
家
の
憲
法
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）。

今
村
仁
司
『
近
代
の
労
働
観
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
）。

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）。三

四
七



政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
三
〇
）

川
崎
修
『「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
行
方
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）。

K
eslassy, E

ric, L
e liberalism

 d
e T

ocqu
eville à l’épreu

ve d
u

 pau
pérism

e (P
aris, L

’H
arm

attan, 2000).

̶
̶

̶
̶

, D
ém

ocratie et égalité (P
aris, B

réal, 2003).

̶
̶

̶
̶

, A
lexis d

e T
ocqu

eville, D
e la d

ém
ocratie an

 A
m

eriqu
e, P

ou
r u

n
e sociologie d

e la d
ém

ocratie (P
aris, E

llipses, 2012).

菊
谷
和
宏
『「
社
会
」
の
誕
生　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
思
想
史
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
一
年
）。

松
本
礼
二
／
川
出
良
枝
『
近
代
国
家
と
近
代
革
命
の
政
治
思
想
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
七
年
）。

中
木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
』（
上
・
中
・
下
）（
未
來
社
、
一
九
七
五
│
一
九
七
六
年
）。

根
井
雅
弘
『
経
済
学
の
歴
史
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）。

野
村
啓
介
『
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
の
構
造
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）。

重
田
園
江
『
連
帯
の
哲
学
Ⅰ　

フ
ラ
ン
ス
社
会
連
帯
主
義
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。

大
沢
真
理
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史　

救
貧
法
と
福
祉
国
家
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）。

F
rançois Q

uesnay, Œ
u

vres écon
om

iqu
es et ph

ilosoph
iqu

es d
e F. Q

u
esn

ay (P
aris, Jules P

eelm
an, 1888).

〔
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ケ
ネ
ー

『
経
済
表
』
平
田
清
明
／
井
上
泰
夫
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
三
年
）〕。

H
enri de S

aint-S
im

on, Œ
u

vres C
om

plètes, I- IV
 (P

aris, P
resses U

niversitaires de F
rance, c. 2012).

〔
ア
ン
リ
・
ド
・
サ
ン
＝
シ
モ
ン

『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
著
作
集
』（
第
一
巻
│
第
五
巻
）
森
博
訳
（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
七
│
一
九
八
八
年
）〕。

P
aul A

. R
ahe, S

oft D
espotism

, D
em

ocracy’s D
rift, M

on
tesqu

ieu
, R

ou
sseau

, T
ocqu

eville an
d

 th
e M

od
ern

 P
rospect (N

ew
 H

aven, 

Y
ale U

niversity P
ress, 2009).

ロ
ー
レ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
『
平
等
原
理
と
社
会
主
義　

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
主
義
と
共
産
主
義
』
石
川
三
義
／
石
塚
正
英
／
柴
田
隆
行

訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
）。

R
ichard S

w
edberg, T

ocqu
eville’s P

olitical E
con

om
y (P

rinceton and O
xford, P

rinceton U
niversity P

ress, 2009).

田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

三
四
八



ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
社
会
主
義
（
杉
本
）

（
四
三
一
）

宇
野
重
規
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル　

平
等
と
不
平
等
の
理
論
家
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
七
年
）。

宇
野
重
規
／
伊
達
聖
伸
／
髙
山
裕
二
編
著
『
社
会
統
合
と
宗
教
的
な
も
の　

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
』（
白
水
社
、
二
〇
一
一
年
）。

S
heldon W

olin, P
olitics an

d
 V

ision
, C

on
tin

u
ity an

d
 In

n
ovation

 in
 W

estern
 P

olitical T
h

ou
gh

t, E
xpan

d
ed

 E
d

ition (P
rinceton, 

P
rinceton U

niversity P
ress, 2004). 

〔
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
リ
ン
『
政
治
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
』
尾
形
典
男
／
福
田
歓
一
／
佐
々
木
武
／
有
賀
弘

／
佐
々
木
毅
／
半
澤
孝
麿
／
田
中
治
男
訳
（
福
村
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）〕。

̶
̶

̶
̶

, T
ocqu

eville, B
etw

een
 T

w
o W

orld
s, T

h
e M

akin
g of a P

olitical T
h

eoretical L
ife (P

rinceton, P
rinceton U

niversity P
ress, 

2004).

〔
参
考
論
文
〕

北
川
善
英
「
二
月
革
命
と
労
働
権
（L

e droit au travail

）　

フ
ラ
ン
ス
人
権
史
の
一
考
察
」（
一
・
二
）（『
名
古
屋
大
學　

法
政
論
集
』
第
八
十
一
号
、

一
九
七
九
年
）
一
│
五
五
頁
お
よ
び
（
第
八
十
二
号
、
一
九
七
九
年
）
一
三
三
│
一
八
五
頁
。

杉
本
隆
司
「
民
衆
・
宗
教
・
社
会
学　

サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
コ
ン
ト
」
宇
野
重
規
／
伊
達
聖
伸
／
髙
山
裕
二
編
著
『
社
会
統
合
と
宗
教
的
な
も
の　

十
九

世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
』（
白
水
社
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
、
六
三
│
九
四
頁
。

藤
原
孝
「
サ
ン
＝
シ
モ
ン
思
想
に
お
け
る
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
の
位
置
」（『
政
経
研
究
』
第
三
十
三
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
年
）
四
六
七
│
四
八
二
頁
。

̶
̶

̶
̶

「
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
後
期
国
家
論
序
説
」（『
政
経
研
究
』
第
三
十
七
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
九
│
七
二
頁
。

̶
̶

̶
̶

「
サ
ン
＝
シ
モ
ニ
ズ
ム
の
形
成
」（『
政
経
研
究
』
第
三
十
九
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）
七
七
│
九
五
頁

S
w
edberg, R

ichard, “T
ocqueville as E

conom
ic S

ociologist ?,” T
h

e T
ocqu

eville R
eview

, V
ol. 27, N

o. 1(2006), 131-167.

高
草
木
光
一
「
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
『
労
働
の
組
織
』
と
七
月
王
政
期
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ニ
ス
ム　

普
通
選
挙
と
「
社
会
的
作
業
場
」」（
上
）（『
三
田
学
会

雑
誌
』
第
八
十
七
巻
第
三
号
、
一
九
九
四
年
）
六
四
│
八
四
頁
。

̶
̶

̶
̶

「
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
『
労
働
の
組
織
』
と
七
月
王
政
期
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ニ
ス
ム　

普
通
選
挙
と
「
社
会
的
作
業
場
」」（
下
）（『
三
田
学
会
雑

誌
』
第
八
十
七
巻
第
四
号
、
一
九
九
五
年
）
三
八
│
五
九
頁
。

三
四
九



政
経
研
究　

第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
年
九
月
）

（
四
三
二
）

田
中
拓
道
「
市
場
・
貧
困
・
統
治　

十
八
世
紀
末
か
ら
一
八
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
経
済
学
」（『
経
済
学
史
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
一

号
、
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
│
三
四
頁
。

三
五
〇
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